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「
い
ち
ご
狩
り
」５
年
１
月
５
日
㈭
か
ら
始
ま
り
ま
す

①
米
本
い
ち
ご
園
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４
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米
本
４
９
０
５

－

１
）
５
年
１
月
５
日
㈭
〜
５
月
頃
。
月
曜
日
休
園
。
祝
日
の
場
合
は
翌

日
休
園
。
午
前
９
時
か
ら
直
接
ハ
ウ
ス
で
受
付
。
予
約
不
可
。
②
島
田
い

ち
ご
園
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田
２
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）
５
年
１
月

５
日
㈭
か
ら
。
平
日
午
後
と
月
曜
日
休
園
。
月
曜
日
が
祝
日
の
場
合
は
翌

日
休
園
。
午
前
９
時
か
ら
直
接
ハ
ウ
ス
で
受
付
。
予
約
不
可
。
③
金
子
苺

園

０
９
０（
１
０
３
４
）０
２
５
７
（
島
田
台
９
６
９
）
５
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５
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㈭
〜
５
月
頃
。
午
前
10
時
開
園
。
不
定
期
で
休
園
と
な
る
た
め
要
予
約
。

④
す
ご
う
農
園
直
売
所
ピ
ア
ッ
ツ
ァ
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田
新

田
６
４
３
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３
）
５
年
１
月
５
日
㈭
〜
５
月
頃
。
水
曜
日
午
後
と
木
曜
日

休
園
。
午
前
10
時
開
園
。
要
予
約
。
⑤
さ
っ
ち
ゃ
ん
の
い
ち
ご
園
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月
曜
日
休
園
。
祝
日
の
場
合
は
翌
日
休
園
。
午
前
10
時
開
園
。
要
予
約
。

【
料
金
】
い
ず
れ
も
30
分
食
べ
放
題（
練
乳
付
き
）。価
格
は
消
費
税
込
み
。

３
歳
未
満
は
無
料
。
な
く
な
り
次
第
終
了
。

①
米
本
い
ち
ご
園

期
間

小
学
生
以
上

３
歳
〜
小
学
生
未
満

１
月
５
日
㈭
〜
４
月
６
日
㈭

２
０
０
０
円

１
３
０
０
円

４
月
７
日
㈮
か
ら

１
６
０
０
円

１
０
０
０
円

②
島
田
い
ち
ご
園

期
間

小
学
生
以
上

３
歳
〜
小
学
生
未
満

１
月
５
日
㈭
〜
２
月
28
日
㈫

２
０
０
０
円

１
３
０
０
円

３
月
１
日
㈬
か
ら

１
８
０
０
円

１
０
０
０
円

③
金
子
苺
園
・
④
す
ご
う
農
園
直
売
所
ピ
ア
ッ
ツ
ァ

期
間

小
学
生
以
上

３
歳
〜
小
学
生
未
満

１
月
５
日
㈭
〜
４
月
６
日
㈭

２
２
０
０
円

１
６
０
０
円

４
月
７
日
㈮
〜
５
月
７
日
㈰

１
８
０
０
円

１
３
０
０
円

５
月
８
日
㈪
か
ら

１
３
０
０
円

９
０
０
円

⑤
さ
っ
ち
ゃ
ん
の
い
ち
ご
園

期
間

小
学
生
以
上

３
歳
〜
小
学
生
未
満

３
月
１
日
㈬
〜
４
月
６
日
㈭

２
２
０
０
円

１
６
０
０
円

４
月
７
日
㈮
〜
５
月
７
日
㈰

１
８
０
０
円

１
３
０
０
円

５
月
８
日
㈪
か
ら

１
３
０
０
円

９
０
０
円

※
①
、
③
、
④
、
⑤
は
高
設
栽
培
も
行
っ
て
い
る
た
め
、
車
椅
子
で
の
ご

利
用
が
可
能
で
す
。
詳
し
く
は
各
園
に
問
い
合
わ
せ
を
。

（
農
政
課
）

災
害
時
協
力
井
戸
の
登
録
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

地
震
災
害
で
水
道
施
設
が
被
災
し
た
と
き
、
住
民
に
水
を
提
供
で
き
る

井
戸
を
募
集
し
ま
す
。
電
動
・
手
動
ポ
ン
プ
な
ど
の
形
態
は
問
い
ま
せ
ん
。

▼
登
録
条
件

①
所
有
者
や
管
理
者
が
日
常
的
に
井
戸
を
使
用
し
、
今

後
も
引
き
続
き
使
用
す
る
予
定
で
あ
る
、
②
災
害
時
に
付
近
住
民
に
水
を

提
供
で
き
、
利
用
し
や
す
い
場
所
に
あ
る
、
③
飲
用
水
や
生
活
用
水
に
使

用
で
き
る
水
質
で
、
適
切
な
維
持
管
理
が
さ
れ
て
い
る
、
④
以
前
に
申
し

込
み
ま
た
は
登
録
を
し
た
人
で
、
水
質
検
査
結
果
が
不
適
合
だ
っ
た
が
、

　任期満了に伴う八千代市議会議員選挙が行
われます。今後の市政を託す人を選ぶ大切な
選挙です。棄権しないで投票しましょう。
　お問い合わせは、市選挙管理委員会 483-
1151へ。

投票できる人
　次の要件を満たす人が投票できます。
▶平成16年12月19日までに生まれた日本国民
▶４年９月10日までに本市に転入の届け出を
し、引き続き３か月以上住民基本台帳に登録
され、本市の選挙人名簿に登録されている人
※市外へ転出した人は投票できません

市内で住所を変更した人
11月21日までに市内で住所変更をした人
は、新住所地の投票所、11月22日以降は旧住
所地での投票になります。なお、投票所の場
所は、市選挙管理委員会より送付する「投票
所入場整理券」でご確認ください。

入場整理券は世帯主宛に送付
　「投票所入場整理券」は、封書で送付して
います。世帯主宛にて有権者全員分を送付し
ていますので、投票の際はご自分のものをお
持ちください。同住所にお住まいでも、世帯

が分かれている場合は、別々で送付していま
す。

期日前投票は17日㈯まで
　投票日に仕事などで投票に行けない場合や
当日投票所の混雑などにより新型コロナウイ
ルス感染症への感染が心配な場合も、17日㈯
まで期日前投票ができます。投票を円滑に行
うため、「投票所入場整理券」の裏面にある「期
日前投票宣誓書」をあらかじめ記入し、お越
しください。
期日前投票所名 開設期間 開設時間

八千代市役所
別館２階第１会議室

～17日㈯

午前8時30分～
午後8時

ユアエルム八千代台店
３階エルムスペース

午前10時～
午後8時

イオンモール八千代
緑が丘3Ｆ専門店ミ
ーティングルーム

フルルガーデン八千
代２Ｆみんなのコミ
ュニティ

市民体育館で即日開票
　開票は12月18日㈰午後９時から市民体育館
で行い、同館２階で参観できます。
　開票速報については、次の方法で行います。
▶開票所内速報掲示板への掲示　午後10時30
分から30分ごと　▶市ホームページへの掲載
　午後10時45分から確定まで30分ごと　▶電
話でのお問い合わせ　午後10時45分から確定
30分後まで

冬休みを安全に過ごすために
　長期休業中は、子どもたちが事件・事故
に巻き込まれやすい時期です。子どもたち
が安全に過ごせるように、地域の皆さんの
温かい見守りをお願いします。また、家庭
での約束事を確認しましょう。
●不審者に出会ったときの対応は？
　「いかのおすし」を合言葉に！『いかない・
のらない・おお声を出す・すぐに逃げる・
しらせる。』を合い言葉に、危険から身を
回避させる力を育てましょう。
●安全に安心してインターネットを利用す
るために　インターネットの使い方が急激
に変化しています。ＳＮＳによるトラブル、
歩きスマホ・ながら操作による事故などか
ら子どもたちを守るために、家庭でのルー
ルの確認やフィルタリングの設定をしまし
ょう。
　保護者の理解と見守りが、子どもたちを
守ります！
●愛のひと声を！　子どもの小さな変化を
見逃さず、気になったときは「どうした
の？」と優しく声を掛けましょう。よい行
いは、その場で褒めるのが一番です。
●ダメなものはダメ！ 20歳未満の飲酒や
喫煙は、非行の第一歩です。「ダメなもの
はダメ！」の一言が、非行から救います。
酒やタバコの害についての知識と判断力が
不十分ですので、話し合う機会を持ち、誘
惑に負けない強い心を育てましょう。
●夜間の外出は控えましょう！　千葉県青
少年健全育成条例により、保護者は特別な
事情がある場合を除き、青少年を午後11時
から午前４時までの間、外出させないよう
に努めなければなりません。
　また、保護者の同伴なしに16歳未満の者
が午後６時以降にゲームセンターに立ち入
ることは、風俗営業等の規制及び業務の適
正化等に関する法律や千葉県施行条例によ
り禁止されています。

青少年相談をご利用ください
　青少年の非行や生活の乱れなどの悩みに
ついて、相談に応じます。助言のほか、必
要に応じて関係機関との連携を図ります。
　電話相談、来所相談（要電話予約）があり、
受付時間はいずれも祝日を除く月曜から金
曜日午前９時～午後４時。お問い合わせは、
青少年センター／八千代市大和田138-2教
育委員会庁舎内 483-2842へ

八千代市議会議員選挙
12月18日㈰午前７時～午後８時

①受付係

入口出口

②投票用紙
　交付係

④投票箱

③記載台 □受付後、投票用紙を
　受け取ってください。
□係員が手渡します。

□ 投票箱には、投票用紙のみを入れ
てください。
□ 投票用紙は、折って入れても、折
らずに入れても、どちらでも構い
ません。

※ 代理投票や点字投票を希望する人は係員に
申し出てください。

□ 入場整理券を係員に提
出してください。
□ ご自分のものをご持参
してください。

□ 候補者一名の氏名を記入し
てください。
□ 記載台には、候補者の氏名
の掲示が貼ってあります。
投票用紙には、正確に記入
してください。

投票の流れ


